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2 ݐऔҾ業ऀがҰఆのେنͳ
ϦϑΥームࣄΛͨ͠ࢪதݹマϯγϣϯ
Λߪ入͠ɼॅډの༻に͍ͯ͠ڙる合に
ɼങऔ再ൢॅとͯ͠৽ஙॅに४͡
ͯॅआ入ۚಛผ߇আΛద༻する͜と
がで͖·すがɼങऔ再ൢॅのద༻ཁ݅
Λઆ໌͍ͯͩ͘͠͞ɻ

"� ങ取再販住に該当するには，次のす
べての要件を満たす必要がある。

�（1）取得時に既存住が新ஙから10年以
上経過していること。

�（2）特定増改ங等の事費用が，住の
売ങ価額（税込み）の20�（上限
300ສ円）以上であること。

�（3）その既存住について，次のいずれ
かの特定増改ங等に係る事が行わ
れていること。

� � ①「特定増改ங等の事」の（1）か
ら（6）の事費用の額の合計額が
100ສ円を超えること。

� � ②「特定増改ங等の事」の（4）か
ら（7）のいずれかの事費用の額
がそれͧれ50ສ円を超えること。

�（4）地ݐ取引業者が既存住を取得
し，上記（2）及び（3）の要件を満
たす事を行った後，地ݐ取引
業者の取得日から 2 年以内に取得し
ていること。

ங後使用された家で次のいずれݐ（5）�
かに該当すること。

� � ①ত和57年 1 月 1 日以後にݐஙされた
ものであること。

� � ②①以外の場合は，次のいずれかに該
当すること。

� � 　イ　取得日前 2 年以内に基準に
適合していると証明されたもの。

� � 　ロ　上記①及び②イに該当しない一
定の住（要改修住）のう
ち，その取得の日までに改修
を行うことについて申請をし，か

1ങऔॅൢ࠶のॅआ入ۚಛผ߇আ つ，居住の用に供した日までにそ
の改修（既存住の改修
をした場合の所得税額の特別控
除，既存住に係る特定の改修
事をした場合の所得税額の特別控
除の適用を受けるものなど一定の
ものを除く。）により家が
基準に適合することにつき証明が
されたものであること。

� � なお，ങ取再販認定住等として住
आ入金等特別控除を受けるためには，上
記（5）①ຢは②イに該当することが必
要である。ങ取再販認定住等とは，認
定期優ྑ住，認定低素住，特定
ΤネルΪー消費性能向上住，Τネル
Ϊー消費性能向上住等の証明されたも
のをいう。上記（5）②ロのみに該当す
る場合は，一般のങ取再販住として住
आ入金等特別控除の対象となる。

� � また，特定増改ங等の事とは，（1）
増ங，改ங，ݐங基準法上の大規模の修
સຢは大規模の模様替えの事（2）マ
ンションの場合で，চຢは֊ஈ，間仕切
りน，主要構造部であるนのいずれかの
ものの過半について行う修સຢは模様替
えの事（3）家のうち居ࣨ，調理ࣨ，
ཋࣨ，便所，ચ面所，納ݰ，ށ関ຢは࿓
下の一ࣨのচຢはนの全部について行う
修સຢは模様替えの事（4）地に対
する一定の҆全基準に適合させるための
修સຢは模様替えの事（改修事）

（5）一定のバリアフリー改修事（6）
一定のলΤネ改修事（7）給水管，排
水管ຢはӍ水の浸入を防止する部分に係
る修સຢは模様替えの事（既存住売
ങᘥᙪ担保任保ݥ契約がక結されてい
るものに限る。）である。

2 Ոのॴ༗ऀとのॴ༗ऀがҟͳ
Γɼ͔つɼՈΛऔΓյͯ͠のΈΛ

000の3࢈ࡒ༺ॅډ2ສԁ߇আ
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ച٫する合にお͍ͯɼのॴ༗ऀに
000�の࢈ࡒ༺ॅډສԁ߇আద༻で͖
るで͠ΐ͏͔ɻ

"� 地のৡが次に掲げる要件のすべて
を満たすときは，家をそのෑ地の用に
供している地とともにৡした場合に
準ずるものとして，措置法第35条第 1 項
に規定するৡに該当するものとして取
り扱う。ただし，その居住の用に供して
いる家のෑ地の用に供されている地
等のみのৡであっても，その家を引
き家して当該地等をৡする場合に
は，当該ৡは同項に規定するৡに該
当しないものとする。

�（1）当該地等のৡに関する契約が，
その家を取りյした日から 1 年以
内にక結され，かつ，その家を居
住の用に供さなくなった日以後 3 年
を経過する日の属する年の12月31日
までにৡしたものであること。

�（2）その家を取りյした後ৡに関す
る契約をక結した日まで，ି付けそ
の他の用に供していない当該地等
のৡであること。

� � また，居住用家の所有者以外の者が
その家のෑ地の用に供されている地
等の全部ຢは一部を有している場合にお
いて，その家（その家の所有者が有
する当該ෑ地の用に供されている地等
を含む。）のৡに係る期ৡ所得の
金額ຢは期ৡ所得の金額（以下「
期ৡ所得の金額等」という。）が特別
控除の3,000ສ円の控除額に満たないと
きは，その満たない金額は，次に掲げる
要件のすべてに該当する場合に限り，そ
の家の所有者以外の者が有するその
地等のৡに係る期ৡ所得の金額等
のൣғ内において，当該期ৡ所得の
金額等から控除できるものとする。

�（1）その家とともにそのෑ地の用に供
されている地等のৡがあったこ
と。

�（2）その家の所有者とその地等の所
有者とが親関係を有し，かつ，生
計を一にしていること。

�（3）その地等の所有者は，その家の
所有者とともにその家を居住の用
に供していること。

入͠Αߪɼຊ国内のΛࡏݱࢲ 2
͏と͍ͯ͑ߟ·すɻ͜ののॴ༗ऀが
非ऀॅډで͋る合のݯઘऩٛにつ
͍ͯઆ໌͍ͯͩ͘͠͞ɻ

"� 非居住者や外国法人（以下「非居住者
等」という。）から日本国内の地等を
入し，そのৡ対価を支払いの都度（手ߪ
付金，残代金，ݻ定資産税等のਫ਼算金の
支払い時），支払対価に10.21パーセント
の税率で計算した所得税および෮興特別
所得税を源泉収する義務が生じる。

� � 源泉収の対象となる「地等」とは，
地，地の上に存する権利，ݐおよ
びその付属設備もしくは構ஙである。

� � 源泉収義務者には「地等のৡ対
価の支払をする者」のすべてが含まれる。
これは法人はもちろん個人（事業者かど
うかは問わない）であっても，非居住者
等に対して地等のৡ対価を支払った
場合には原則として源泉収をする必要
がある。

� � ただし，個人が自ݾຢはその親の居
住の用に供するために地等をߪ入し，
その地等のৡ対価が 1 億円以下であ
る場合には，その個人は源泉収をする
必要はない。

（E．T.）

3ച主がඇऀॅډで る͋場合のݯઘऩ
ٛ


